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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年２月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年１２月２６日 １０時４５分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市宇野港 

 香川県直島町所在の宇野港口飛州灯台から真方位０３７°１.１海

里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２９.３′ 東経１３３°５７.７′） 

インシデント調査の経過  平成２４年３月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油送船 鶴水
かくすい

丸、１９８トン 

 １３３８７１、山河海運有限会社 

 ４７.０５ｍ×８.００ｍ×３.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５８８kＷ、平成５年３月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ５１歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５８年４月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月２１日 

  免状有効期間満了日 平成２８年２月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機クラッチの作動油用圧力調整弁が固着 

 インシデントの経過  本船は、機関長ほか３人が乗り組み、平成２３年１２月２６日１０

時３０分ごろ、空船で宇野港を出港して岡山県倉敷市水島港に向かっ

た。 

 本船は、出港直後から主機クラッチ（以下「クラッチ」という。）

が滑るようになり、宇野港内を極微速力で南進していたところ、１０

時４５分ごろ宇野港口飛州灯台から真方位０３７°１.１Ｍ付近でク

ラッチのケーシングが過熱し始めた。 

 本船は、救助船の手配を行い、１２時３０分ごろ来援した引船にえ
．

い
．
航されて宇野港内を引き返し、クラッチが滑る原因の調査を行い、

クラッチの作動油用圧力調整弁の固着が判明したので、同弁を開放掃

除して修理した。 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、クラッチの作動油用圧力調整弁を開放するとき、開放が容

易でないほどに弁棒が固着していた。 

 作動油は、正常な圧力値が２３～２５㎏/㎠、全油量が５０ℓであ

り、これまで全量が新替えされたことはなく、油量減少分のみが補給

されていた。 

 クラッチの取扱説明書には、整備基準として作動油の全量新替え間

隔が、運転３,０００～４,０００時間と記載されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、宇野港内を南進中、クラッチの作動油が、長期にわたって

新替えされずに使用され、汚損が進行していたことから、作動油用圧

力調整弁の作動が不良となって固着し、作動油の圧力が維持できなく

なってクラッチの摩擦板が滑るようになり、運航不能になった可能性

があると考えられる。  

原因  本インシデントは、本船が、宇野港内を南進中、クラッチの作動油

が、長期にわたって新替えされずに使用され、汚損が進行していたた

め、クラッチの作動油用圧力調整弁が固着し、作動油の圧力が維持で

きなくなり、クラッチの摩擦板が滑るようになったことにより発生し

た可能性があるものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・クラッチの作動油は、取扱説明書の整備基準に従い、運転３,０

００～４,０００時間で全量を新替えし、定期的に性状を分析す

ること。 

 




